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ハンドボールにおける暴力・ハラスメントの根絶について 

 

日頃より、本協会の諸事業に格別の御理解と御協力をいただき深く感謝申し上げます。  

さて、日本ハンドボール協会をはじめ日本スポーツ協会では、スポーツ指導における暴力行

為・ハラスメントの根絶を図っております。  

本協会といたしましても、協会役員また登録チーム代表者の皆さんと連携・協力して、スポ

ーツ指導現場における力行為・ハラスメントの根絶に努めてまいる責務があると強く認識して

おります。  

指導者の暴力や行き過ぎた指導及びハラスメントが原因で、スポーツをやめてしまう選 手や

スポーツ嫌いの少年少女を生み出すことは絶対に避けなければなりません。また、スポーツの

現場において、指導者及び選手が暴力行為を行うことは絶対に許されません。  

以上のことから、本協会の役員はもとより、登録している代表者・監督・コーチ・審判員及

び選手などハンドボール活動に携わる全ての関係者とともに、スポーツの意義や社会的な使命

を自覚し、スポーツの基本であるルール、マナーを守り、フェアプレーの精神に則り諸活動を

行い、暴力行為・ハラスメントの根絶に対する共通認識を一層高めるよう努力してまいりたい

と考えております。  

つきましては、指導者の皆様におかれましては、スポーツ指導現場における暴力行為・ ハラ

スメント等の根絶に向けた取り組みを、積極的に推進していただきますようお願いいたします。 

 

・ハンドボール界における暴力行為根絶について 

http://www.handball.or.jp/jha/violence_eradication.html  

 

・スポーツ界における暴力行為根絶宣言全文  

https://www.japansports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/news/bouryokukonzetsuseng 

en(yoko).pdf  

 

・スポーツ指導者のための倫理ガイドライン  

https://jhacan.jimdofree.com/app/download/12397623190/rinri_gidelines.pdf?t=1459952 985 


